
仕 様 書 

 

１ 業務名 

  下水道河川局庁舎庭園管理業務 

 

２ 目的 

  当該業務は札幌市下水道河川局庁舎の樹木の冬囲い外し及び冬囲いを実施

するほかに、庭園内管理として、剪定等を行い庭園の管理に万全を期するこ

とを目的とする。 

 

３ 履行場所 

  札幌市豊平区豊平６条３丁目２番１号 

  下水道河川局庁舎   

 

４ 業務履行期間 

  令和８年４月１日から令和８年 11 月 30 日まで 

   

５ 業務内容 

(1) 冬囲い外し 

時期：４月 

  対象：下水道河川局庁舎敷地（別添図面）内の樹木 

(2) 庭園整理 

    委託者と打合せの上、年に１度（10 月頃）、下水道河川局庁舎内の庭園で

周辺樹木や施設等を損傷しないよう樹木剪定、伐採、除草及び枯木撤去を

行う。 

(3) 冬囲い 

    時期：11 月 

対象：下水道河川局庁舎敷地（別添図面）内の樹木 

 

６ 冬囲い使用材料（目安）  

(1) 晒竹      ４８本以上 

(2) 玉縄（２分）    ８玉以上 

(3) 玉縄（２分５厘）  ７玉以上 

※ それぞれの樹木に応じて適正に行うこと。（参考：樹木冬囲い図） 



７ 委託料の支払時期及び回数 

  年３回、支払内訳表に基づき支払うこととする。なお、各回に１円未満の

端数がある場合は、全て初回に支払うものとする。 

支 払 内 訳 表 

回 業務の期間 支払比率 

１回目 令和８年４月 １５％ 

２回目 令和８年５月～令和８年 10 月 ５５％ 

３回目 令和８年 11 月 ３０％ 

合  計 １００％ 

 

８ その他 

(1) 作業の実施日は、委託者と協議して決定すること。 

(2) 業務の実施に必要な道具、器具及び消耗品類は、受託者の負担とする。 

(3) 業務の実施に当たって、受託者の不注意により生じた故障、破損、事故 

  等は、受託者の責任において処理すること。 

(4) 庁舎の管理運営又は市職員の業務に支障を及ぼすおそれのある作業をす  

  る場合は、委託者の指示する時間帯に実施すること。 

(5) この仕様書に明記されていない事項については、委託者と協議の上、決 

  定すること。 

(6) 受託者は、業務の執行にあたって、札幌市環境マネジメントシステムに 

  準じ、業務の履行に係る環境負荷の低減に努めること。 

 

９ 担当課 

  下水道河川局経営管理部経営企画課 

  〒062-8570 札幌市豊平区豊平６条３丁目２－１ 

  電話：011-818-3452 

 



正面玄関

駐車場側

玄関出入口

駐　車　場 地下駐車場出入口

駐車場出入口

下水道河川局庁舎　構内図面（庭園管理業務）

　　高木樹木（53本）
　　シャラ、プンゲンストウヒ、ハウチワカエデ
　　イタヤカエデ、ハシドイ、エゾヤマザクラ
　　ヤマモミジ、ナナカマド

　　低木樹木（約800本）
　　ニシキギ、ドウダンツツジ、カバレンゲツツジ、
　　キレンゲツヅジ、エゾヤマツツジ、ヨドガワツツジ、
　　ミヤマキリシマ、サツキ、ヒソップ、
　　ダイアンサスライオンロック、セラスチュウム、キリンソウ

※植生の状況は随時変動する可能性があります。
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2樹木冬囲い図 

2-1 冬囲いＡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-2 冬囲いＢ 
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2-3 冬囲いＣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4 冬囲いＤ、Ｅ、Ｆ 
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2-5 冬囲いＧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-6 冬囲いＨ 
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2-7 冬囲いＩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-8 冬囲 


